
議案第４４号 
北九州市立小中学校等管理規則等の一部改正について 

北九州市立小中学校等管理規則等の一部を改正する規則を次のように定める

。 
令和８年３月２６日提出 

                    北九州市教育委員会 
教育長 太 田 清 治 

提案理由 主務教諭の新設に伴い、関係規定を改める必要があるので、この議

案を提出する。 





令和８年３月 

教育委員会教職員課 

北九州市立小中学校等管理規則等の一部改正について 

 

１ 改正理由 

令和８年２月市議会定例会において可決された、主務教諭の職の新設に係る「北

九州市立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例

等の一部を改正する条例（令和８年北九州市条例第４５号）」に関係する規程を以

下のとおり改めるもの。 

 

 

２ 改正内容 

（１）北九州市立小中学校等管理規則(昭和３８年教育委員会規則第８号)  

ア 主務教諭新設に伴い学校に置くことができる職を整理。 

【規則第１５条の２】 

イ 主務教諭を置く場合に、置かないことができる主任等を規定。 

【規則第１６条、第１７条】 

 

（２）北九州市立高等学校管理規則(昭和３９年教育委員会規則第５号)  

ア 主務教諭新設に伴い学校に置くことができる職を整理。 

【規則第１２条】 

イ 主務教諭を置く場合に、置かないことができる主任等を規定。 

【規則第１３条】 

 

（３）北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の給料の調整額に関す

る規則(平成２９年教育委員会規則第７号)  

 主務教諭（３級）の調整基本額を新たに規定するとともに、職務の級の名称

を変更する。（特２級→４級、３級→５級、４級→６級）【規則別表第２】 

 

（４）北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の管理職手当及び管理

職員特別勤務手当に関する規則(平成２９年教育委員会規則第８号)  

 管理職手当及び管理職員特別勤務手当の対象となる職務の級の名称を変更す

る。（３級→５級、４級→６級）【規則第３条、別表第１、別表第２】 

 

（５）北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の期末手当及び勤勉手

当に関する規則(平成２９年教育委員会規則第１０号)  

ア 期末手当及び勤勉手当の管理職加算の対象となる職務の級の名称を変更する。

（４級→６級）【規則第７条】 

イ 主務教諭新設に係る職務段階別加算を新たに規定するとともに、職務の級の

名称を変更する。（特２級→４級、３級→５級、４級→６級） 

【規則別表第１、２】 
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（６）北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の退職手当に関する条

例施行規則(平成２９年教育委員会規則第１２号)  

 主務教諭（３級）の退職手当の調整額の区分を新たに規定するとともに、職

務の級の名称を変更する。（特２級→４級、３級→５級、４級→６級） 

【規則別表】 

 

（７）北九州市教育委員会第 1号会計年度任用職員の報酬、費用弁償、期末手当及び

勤勉手当に関する規則(令和２年教育委員会規則第４号)  

 規則の対象外となる職員に主務教諭を加える。【規則第１条】 

 

（８）北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の第 1号会計年度任用職員の報

酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当に関する規則 

(令和２年教育委員会規則第７号)  

 規則の対象となる職員に主務教諭を加える。【規則第１条】 

 

 

３ 施行期日 

   令和８年４月１日 
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北九州市立小中学校等管理規則等の一部を改正する規則をここに公布する。 
  令和８年３月  日  
                     北九州市教育委員会 

                      教育長 太 田 清 治 

北九州市教育委員会規則第  号 

北九州市立小中学校等管理規則等の一部を改正する規則  
（北九州市立小中学校等管理規則の一部改正）  

第１条 北九州市立小中学校等管理規則（昭和３８年北九州市教育委員会規則

第８号）の一部を次のように改正する。  
  第１５条の２第１項中「及び指導教諭」を「、指導教諭及び主務教諭」に

改め、同条に次の１項を加える。  
５ 主務教諭は、授業を受け持ち、及び校長から任された当該学校の教育活

動に関する事項について教諭その他の職員間における総合的な調整を行う

。 
第１６条第１項ただし書中「教務主任の担当する校務を整理する主幹教諭

」の次に「又は教務主任の担当する当該学校の教育活動に関する事項につい

て教諭その他の職員間における総合的な調整を行う主務教諭」を、「学年主

任の担当する校務を整理する主幹教諭」の次に「又は学年主任の担当する当

該学校の教育活動に関する事項について教諭その他の職員間における総合的

な調整を行う主務教諭」を、「保健主事の担当する校務を整理する主幹教諭

」の次に「又は保健主事の担当する当該学校の教育活動に関する事項につい

て教諭その他の職員間における総合的な調整を行う主務教諭」を加え、同条

第６項中「、学年主任及び司書教諭」を「及び学年主任」に改め、「学校の

」の次に「指導教諭又は」を加え、同条第７項中「学校の」の次に「指導教

諭、」を加え、同条に次の１項を加える。  
８ 司書教諭は、当該学校の主幹教諭、指導教諭、主務教諭又は教諭のうち

から校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。  
  第１７条第１項ただし書中「生徒指導主事の担当する校務を整理する主幹

教諭」の次に「又は生徒指導主事の担当する当該学校の教育活動に関する事

項について教諭その他の職員間における総合的な調整を行う主務教諭」を、

「進路指導主事の担当する校務を整理する主幹教諭」の次に「又は進路指導

主事の担当する当該学校の教育活動に関する事項について教諭その他の職員

間における総合的な調整を行う主務教諭」を加える。  
  第１８条第３項を次のように改める。  

３ 部主事は、その部に属する主幹教諭、指導教諭、主務教諭又は教諭のう
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ちから校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。  
（北九州市立高等学校管理規則の一部改正）  

第２条 北九州市立高等学校管理規則（昭和３９年北九州市教育委員会規則第

５号）の一部を次のように改正する。  
  第２５条を第２６条とし、第２４条を第２５条とし、第２３条中「第２１

条第１項」を「第２２条第１項」に改め、同条を第２４条とし、第１３条か

ら第２２条を１条ずつ繰り下げ、第１２条第１項中「、学科主任」を削り、

同項に次のただし書を加える。  
ただし、教務主任の担当する校務を整理する主幹教諭又は教務主任の担

当する高等学校の教育活動に関する事項について教諭その他の職員間にお

ける総合的な調整を行う主務教諭を置くときは教務主任を、学年主任の担

当する校務を整理する主幹教諭又は学年主任の担当する高等学校の教育活

動に関する事項について教諭その他の職員間における総合的な調整を行う

主務教諭を置くときその他特別の事情のあるときは学年主任を、保健主事

の担当する校務を整理する主幹教諭又は保健主事の担当する高等学校の教

育活動に関する事項について教諭その他の職員間における総合的な調整を

行う主務教諭を置くときは保健主事を、生徒指導主事の担当する校務を整

理する主幹教諭又は生徒指導主事の担当する高等学校の教育活動に関する

事項について教諭その他の職員間における総合的な調整を行う主務教諭を

置くときその他特別の事情のあるときは生徒指導主事を、進路指導主事の

担当する校務を整理する主幹教諭又は進路指導主事の担当する高等学校の

教育活動に関する事項について教諭その他の職員間における総合的な調整

を行う主務教諭を置くときは進路指導主事を置かないことができる。  
  第１２条第４項を削り、同条中第５項を第４項とし、第６項から第８項ま

でを１項ずつ繰り上げ、同条第９項中「、学科主任」を削り、「、進路指導

主事及び司書教諭」を「及び進路指導主事」に、「高等学校の教諭」を「高

等学校の指導教諭又は教諭」に、「保健主事は、」を「保健主事は」に、「

教諭又は」を「指導教諭、教諭又は」に改め、「養護教諭のうちから、」の

次に「司書教諭は高等学校の主幹教諭、指導教諭、主務教諭又は教諭のうち

から、」を加え、同項を同条第８項とし、同条を第１３条とする。  
第１１条の次に次の１条を加える。  
（副校長等）  

第１２条 高等学校には、副校長、主幹教諭、指導教諭及び主務教諭を置く

ことができる。  
２ 副校長は、校長を助け、校長から任された校務をつかさどる。  
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３ 主幹教諭は、校長、副校長及び教頭を助け、校長から任された校務を整

理し、及び授業を受け持つ。  
４ 指導教諭は、授業を受け持ち、並びに教諭その他の職員に対して、教育

指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。  
５ 主務教諭は、授業を受け持ち、及び校長から任された高等学校の教育活

動に関する事項について教諭その他の職員間における総合的な調整を行う

。 
（北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の給料の調整額に

関する規則の一部改正）  
第３条 北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の給料の調整

額に関する規則（平成２９年北九州市教育委員会規則第７号）の一部を次の

ように改正する。  
  別表第２の調整基本額表のア 教育職給料表（３）の表中  
 「  

２級  １０，９００円  

                        」  
 「  

２級  １０，９００円  

３級  １１，１００円  

                        」  
「 

特２級  

３級  

４級  

         」  
 「  

４級  

５級  

６級  

         」  
改め、同表のイ 教育職給料表（４）の表中  

 「  

２級  １０，８００円  

  

を 

に、 

を 

に 

に、 

を 

」 
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 「  

２級  １０，８００円  

３級  １１，０００円  

                        」  
「 

特２級  

３級  

４級  

         」  
 「  

４級  

５級  

６級  

         」  
改める。  

 （北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の管理職手当及び

管理職員特別勤務手当に関する規則の一部改正）  
第４条 北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の管理職手当

及び管理職員特別勤務手当に関する規則（平成２９年北九州市教育委員会規

則第８号）の一部を次のように改正する。  
  第３条第１項第１号中「４級」を「６級」に改め、同項第２号中「３級」

を「５級」に改め、同条第３項第１号中「４級」を「６級」に改め、同項第

２号中「３級」を「５級」に改める。  
  別表第１のア 教育職給料表（３）の表及び同表のイ 教育職給料表（４

）の表中  
「 

４ 級  

３ 級  

         」  
 「  

６ 級  

５ 級  

         」  
改める。  

を 

に 

を 

に 
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  別表第２のア 教育職給料表（３）の表及び同表のイ 教育職給料表（４

）の表中  
「 

４ 級  

３ 級  

         」  
 「  

６ 級  

５ 級  

         」  
改める。  
（北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の期末手当及び勤

勉手当に関する規則の一部改正）  
第５条 北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の期末手当及

び勤勉手当に関する規則（平成２９年北九州市教育委員会規則第１０号）の

一部を次のように改正する。  
  第７条第１項第１号及び第２号中「３級」を「５級」に、「４級」を「６

級」に改める。  
  別表第１の表の教育職給料表（３）の項及び教育職給料表（４）の項中  
 「  

職務の級４級、３級及び特２級の教

職員  
１００分の１０  

                                」  
 

 「  

職務の級６級、５級及び４級の教職

員  
１００分の１０  

職務の級３級の教職員  １００分の５（教育長

が別に定める教職員に

あっては、１００分の

１０）  

                                」  
改める。  

  別表第２の表の教育職給料表（３）の項及び教育職給料表（４）の項中「

を 

に 

を 

に 
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４級」を「６級」に、「３級及び特２級」を「５級、４級及び３級」に改め

る。  
（北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の退職手当に関す

る条例施行規則の一部改正）  
第６条 北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の退職手当に

関する条例施行規則（平成２９年北九州市教育委員会規則第１２号）の一部

を次のように改正する。  
  第５条第１項中「別表」を「その者の基礎在職期間に含まれる時期の別に

より定める別表のアの表及びイの表」に、「同表」を「これらの表」に改め

る。  
  付則第２項中「と、「同表」とあるのは「これらの表」」を削る。  
  別表を次のように改める。  
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別表（第５条関係）  
ア 平成２９年４月１日から令和８年３月３１日までの間の基礎在職期間

における教職員の区分についての表  

第１号区

分  
（１） 平成２９年４月以後令和８年３月以前の北九州市

立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の給与に

関する条例（平成２８年北九州市条例第５７号。以下「

教職員給与条例」という。）の教育職給料表（３）の適

用を受けていた者でその属する職務の級が４級であった

もの  
（２） 平成２９年４月以後令和８年３月以前の教職員給

与条例の教育職給料表（４）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が４級であったもの 

第２号区

分  
（１） 平成２９年４月以後令和８年３月以前の教職員給

与条例の教育職給料表（３）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が３級であったもの 
（２） 平成２９年４月以後令和８年３月以前の教職員給

与条例の教育職給料表（４）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が３級であったもの 

第３号区

分  
（１） 平成２９年４月以後令和８年３月以前の教職員給

与条例の教育職給料表（３）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が２級であったもののうち教育長の定

めるもの又は特２級であったもの 
（２） 平成２９年４月以後令和８年３月以前の教職員給

与条例の教育職給料表（４）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が２級であったもののうち教育長の定

めるもの又は特２級であったもの 
（３） 平成２９年４月以後令和８年３月以前の教職員給

与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属す

る職務の級が４級であったもの 

第４号区

分  
（１） 平成２９年４月以後令和８年３月以前の教職員

給与条例の教育職給料表（３）の適用を受けていた者で

その属する職務の級が２級であったもののうち教育長の

定めるもの（第３号区分の適用を受ける者を除く。）  
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 （２） 平成２９年４月以後令和８年３月以前の教職員給

与条例の教育職給料表（４）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が２級であったもののうち教育長の定

めるもの（第３号区分の適用を受ける者を除く。）  
（３） 平成２９年４月以後令和８年３月以前の教職員給

与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属す

る職務の級が３級であったもの 
（４） 平成２９年４月以後令和８年３月以前の教職員給

与条例の医療職給料表（２）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が３級であったもの 

第５号区

分  
（１） 平成２９年４月以後令和８年３月以前の教職員給

与条例の教育職給料表（３）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が１級であったもののうち教育長の定

めるもの又は２級であったもの（第３号区分及び第４号

区分の適用を受ける者を除く。）  
（２） 平成２９年４月以後令和８年３月以前の教職員給

与条例の教育職給料表（４）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が１級であったもののうち教育長の定

めるもの又は２級であった者（第３号区分及び第４号区

分の適用を受けるものを除く。）  
（３） 平成２９年４月以後令和８年３月以前の教職員給

与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属す

る職務の級が２級であったもの 
（４） 平成２９年４月以後令和８年３月以前の教職員給

与条例の医療職給料表（２）の適用を受けていた者でそ

の属する職務の級が２級であったもの 

第６号区

分  
第１号区分から第５号区分までのいずれの教職員の区分に

も属しないこととなる者 

  備考 平成２９年４月以後令和８年３月以前の教職員給与条例付則第３項

の規定の適用を受ける教職員の区分は、第３号区分とする。  
イ 令和８年４月１日以後の基礎在職期間における教職員の区分について

の表  

第１号区  （１） 令和８年４月以後の教職員給与条例の教育職給  
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分  料表（３）の適用を受けていた者でその属する職務の

級が６級であったもの  
（２） 令和８年４月以後の教職員給与条例の教育職給

料表（４）の適用を受けていた者でその属する職務の

級が６級であったもの  

第２号区

分  
（１） 令和８年４月以後の教職員給与条例の教育職給

料表（３）の適用を受けていた者でその属する職務の

級が５級であったもの  
（２） 令和８年４月以後の教職員給与条例の教育職給

料表（４）の適用を受けていた者でその属する職務の

級が５級であったもの  

第３号区

分  
（１） 令和８年４月以後の教職員給与条例の教育職給

料表（３）の適用を受けていた者でその属する職務の

級が２級及び３級であったもののうち教育長の定める

もの又は４級であったもの  
（２） 令和８年４月以後の教職員給与条例の教育職給

料表（４）の適用を受けていた者でその属する職務の

級が２級及び３級であったもののうち教育長の定める

もの又は４級であったもの  
（３） 令和８年４月以後の教職員給与条例の行政職給

料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が４

級であったもの  

第４号区

分  
（１） 令和８年４月以後の教職員給与条例の教育職給

料表（３）の適用を受けていた者でその属する職務の

級が２級であったもののうち教育長の定めるもの又は

３級であったもの（第３号区分の適用を受ける者を除

く 。）  
（２） 令和８年４月以後の教職員給与条例の教育職給

料表（４）の適用を受けていた者でその属する職務の

級が２級であったもののうち教育長の定めるもの又は

３級であったもの（第３号区分の適用を受ける者を除

く 。）  
（３） 令和８年４月以後の教職員給与条例の行政職給  
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 料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が３

級であったもの  
（４） 令和８年４月以後の教職員給与条例の医療職給

料表（２）の適用を受けていた者でその属する職務の

級が３級であったもの  

第５号区

分  
（１） 令和８年４月以後の教職員給与条例の教育職給

料表（３）の適用を受けていた者でその属する職務の

級が１級であったもののうち教育長の定めるもの又は

２級であったもの（第３号区分及び第４号区分の適用

を受ける者を除く 。）  
（２） 令和８年４月以後の教職員給与条例の教育職給

料表（４）の適用を受けていた者でその属する職務の

級が１級であったもののうち教育長の定めるもの又は

２級であったもの（第３号区分及び第４号区分の適用

を受ける者を除く 。）  
（３） 令和８年４月以後の教職員給与条例の行政職給

料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が２

級であったもの  
（４） 令和８年４月以後の教職員給与条例の医療職給

料表（２）の適用を受けていた者でその属する職務の

級が２級であったもの  

第６号区

分  
第１号区分から第５号区分までのいずれの教職員の区分

にも属しないこととなる者  

備考 令和８年４月以後の教職員給与条例付則第３項の規定の適用を受け

る教職員の区分は、第３号区分とする。  
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（北九州市教育委員会第１号会計年度任用職員の報酬、費用弁償、期末手当

及び勤勉手当に関する規則の一部改正）  
第７条 北九州市教育委員会第１号会計年度任用職員の報酬、費用弁償、期末

手当及び勤勉手当に関する規則（令和２年北九州市教育委員会規則第４号）

の一部を次のように改正する。  
  第１条中「指導教諭」の次に「、主務教諭」を加える。  

（北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の第１号会計年度任用職員

の報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正）  
第８条 北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の第１号会計年度任用

職員の報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当に関する規則（令和２年北九

州市教育委員会規則第７号）の一部を次のように改正する。  
  第１条中「指導教諭」の次に「、主務教諭」を加える。  

付 則  
 この規則は令和８年４月１日から施行する。  
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参
考
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 北

九
州
市
立
小
中
学
校
等
管
理
規
則
新
旧
対
照
表
（
第
１
条
関
係
）
 

新
 

旧
 

（
副
校
長
等
）
 

第
１
５
条
の
２
 
学
校
に
は
、
副
校
長
、
主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭
及
び
主
務
教
諭
を
置
く
こ
と
が

で
き
る
。
 

２
～
４
 
 
略
 

５
 
主
務
教
諭
は
、
授
業
を
受
け
持
ち
、
及
び
校
長
か
ら
任
さ
れ
た
当
該
学
校
の
教
育
活
動
に
関

す
る
事
項
に
つ
い
て
教
諭
そ
の
他
の
職
員
間
に
お
け
る
総
合
的
な
調
整
を
行
う
。
 

（
教
務
主
任
等
）
 

第
１
６
条
 
学
校
に
は
、
教
務
主
任
、
学
年
主
任
、
保
健
主
事
及
び
司
書
教
諭
を
置
く
。
た
だ
し
、

教
務
主
任
の
担
当
す
る
校
務
を
整
理
す
る
主
幹
教
諭
又
は
教
務
主
任
の
担
当
す
る
当
該
学
校
の

教
育
活
動
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
教
諭
そ
の
他
の
職
員
間
に
お
け
る
総
合
的
な
調
整
を
行
う

主
務
教
諭
を
置
く
と
き
は
教
務
主
任
を
、
学
年
主
任
の
担
当
す
る
校
務
を
整
理
す
る
主
幹
教
諭

又
は
学
年
主
任
の
担
当
す
る
当
該
学
校
の
教
育
活
動
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
教
諭
そ
の
他
の

職
員
間
に
お
け
る
総
合
的
な
調
整
を
行
う
主
務
教
諭
を
置
く
と
き
そ
の
他
特
別
の
事
情
の
あ
る

と
き
は
学
年
主
任
を
、
保
健
主
事
の
担
当
す
る
校
務
を
整
理
す
る
主
幹
教
諭
又
は
保
健
主
事
の

担
当
す
る
当
該
学
校
の
教
育
活
動
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
教
諭
そ
の
他
の
職
員
間
に
お
け
る

総
合
的
な
調
整
を
行
う
主
務
教
諭
を
置
く
と
き
は
保
健
主
事
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
～
５
 
 
略
 

６
 
教
務
主
任
及
び
学
年
主
任
は
、
当
該
学
校
の
指
導
教
諭
又
は
教
諭
の
う
ち
か
ら
校
長
の
意
見

を
聴
い
て
、
教
育
委
員
会
が
命
ず
る
。
 

７
 
保
健
主
事
は
、
当
該
学
校
の
指
導
教
諭
、
教
諭
又
は
養
護
教
諭
の
う
ち
か
ら
校
長
の
意
見
を

（
副
校
長
等
）
 

第
１
５
条
の
２
 
学
校
に
は
、
副
校
長
、
主
幹
教
諭
及
び
指
導
教
諭
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
～
４
 
 
略
 

（
教
務
主
任
等
）
 

第
１
６
条
 
学
校
に
は
、
教
務
主
任
、
学
年
主
任
、
保
健
主
事
及
び
司
書
教
諭
を
置
く
。
た
だ
し
、

教
務
主
任
の
担
当
す
る
校
務
を
整
理
す
る
主
幹
教
諭
を
置
く
と
き
は
教
務
主
任
を
、
学
年
主
任

の
担
当
す
る
校
務
を
整
理
す
る
主
幹
教
諭
を
置
く
と
き
そ
の
他
特
別
の
事
情
の
あ
る
と
き
は
学

年
主
任
を
、
保
健
主
事
の
担
当
す
る
校
務
を
整
理
す
る
主
幹
教
諭
を
置
く
と
き
は
保
健
主
事
を

置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
～
５
 
 
略
 

６
 
教
務
主
任
、
学
年
主
任
及
び
司
書
教
諭
は
、
当
該
学
校
の
教
諭
の
う
ち
か
ら
校
長
の
意
見
を

聴
い
て
、
教
育
委
員
会
が
命
ず
る
。
 

７
 
保
健
主
事
は
、
当
該
学
校
の
教
諭
又
は
養
護
教
諭
の
う
ち
か
ら
校
長
の
意
見
を
聴
い
て
、
教
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新
 

旧
 

聴
い
て
、
教
育
委
員
会
が
命
ず
る
。
 

８
 
司
書
教
諭
は
、
当
該
学
校
の
主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭
、
主
務
教
諭
及
び
教
諭
の
う
ち
か
ら
校

長
の
意
見
を
聴
い
て
、
教
育
委
員
会
が
命
ず
る
。
 

（
生
徒
指
導
主
事
等
）
 

第
１
７
条
 
中
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
（
中
学
部
及
び
高
等
部
に
限
る
。
）
に
は
、
生
徒
指
導

主
事
及
び
進
路
指
導
主
事
を
置
く
。
た
だ
し
、
生
徒
指
導
主
事
の
担
当
す
る
校
務
を
整
理
す
る

主
幹
教
諭
又
は
生
徒
指
導
主
事
の
担
当
す
る
当
該
学
校
の
教
育
活
動
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

教
諭
そ
の
他
の
職
員
間
に
お
け
る
総
合
的
な
調
整
を
行
う
主
務
教
諭
を
置
く
と
き
そ
の
他
特
別

の
事
情
の
あ
る
と
き
は
生
徒
指
導
主
事
を
、
進
路
指
導
主
事
の
担
当
す
る
校
務
を
整
理
す
る
主

幹
教
諭
又
は
進
路
指
導
主
事
の
担
当
す
る
当
該
学
校
の
教
育
活
動
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
教

諭
そ
の
他
の
職
員
間
に
お
け
る
総
合
的
な
調
整
を
行
う
主
務
教
諭
を
置
く
と
き
は
進
路
指
導
主

事
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
～
４
 
 
略
 

（
部
主
事
）
 

第
１
８
条
 
 
略
 

２
 
 
略
 

３
 
部
主
事
は
、
そ
の
部
に
属
す
る
主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭
、
主
務
教
諭
又
は
教
諭
の
う
ち
か
ら

校
長
の
意
見
を
聴
い
て
、
教
育
委
員
会
が
命
ず
る
。
 

   

育
委
員
会
が
命
ず
る
。
 

（
生
徒
指
導
主
事
等
）
 

第
１
７
条
 
中
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
（
中
学
部
及
び
高
等
部
に
限
る
。
）
に
は
、
生
徒
指
導

主
事
及
び
進
路
指
導
主
事
を
置
く
。
た
だ
し
、
生
徒
指
導
主
事
の
担
当
す
る
校
務
を
整
理
す
る

主
幹
教
諭
を
置
く
と
き
そ
の
他
特
別
の
事
情
の
あ
る
と
き
は
生
徒
指
導
主
事
を
、
進
路
指
導
主

事
の
担
当
す
る
校
務
を
整
理
す
る
主
幹
教
諭
を
置
く
と
き
は
進
路
指
導
主
事
を
置
か
な
い
こ
と

が
で
き
る
。
 

   ２
～
４
 
 
略
 

（
部
主
事
）
 

第
１
８
条
 
 
略
 

２
 
 
略
 

３
 
第
１
６
条
第
６
項
の
規
定
は
、
第
１
項
の
部
主
事
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
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北
九
州
市
立
高
等
学
校
管
理
規
則
新
旧
対
照
表
（
第
２
条
関
係
）
 

新
 

旧
 

（
副
校
長
等
）

 

第
１
２
条
 
高
等
学
校
に
は
、
副
校
長
、
主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭
及
び
主
務
教
諭
を
置
く
こ
と
が

で
き
る
。

 

２
 
副
校
長
は
、
校
長
を
助
け
、
校
長
か
ら
任
さ
れ
た
校
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

 

３
 
主
幹
教
諭
は
、
校
長
、
副
校
長
及
び
教
頭
を
助
け
、
校
長
か
ら
任
さ
れ
た
校
務
を
整
理
し
、

及
び
授
業
を
受
け
持
つ
。

 

４
 
指
導
教
諭
は
、
授
業
を
受
け
持
ち
、
並
び
に
教
諭
そ
の
他
の
職
員
に
対
し
て
、
教
育
指
導
の

改
善
及
び
充
実
の
た
め
に
必
要
な
指
導
及
び
助
言
を
行
う
。

 

５
 
主
務
教
諭
は
、
授
業
を
受
け
持
ち
、
及
び
校
長
か
ら
任
さ
れ
た
高
等
学
校
の
教
育
活
動
に
関

す
る
事
項
に
つ
い
て
教
諭
そ
の
他
の
職
員
間
に
お
け
る
総
合
的
な
調
整
を
行
う
。
 

（
教
務
主
任
等
）
 

第
１
３
条
 
高
等
学
校
に
は
、
教
務
主
任
、
学
年
主
任
、
保
健
主
事
、
生
徒
指
導
主
事
、
進
路
指

導
主
事
及
び
司
書
教
諭
を
置
く
。
た
だ
し
、
教
務
主
任
の
担
当
す
る
校
務
を
整
理
す
る
主
幹
教

諭
又
は
教
務
主
任
の
担
当
す
る
高
等
学
校
の
教
育
活
動
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
教
諭
そ
の
他

の
職
員
間
に
お
け
る
総
合
的
な
調
整
を
行
う
主
務
教
諭
を
置
く
と
き
は
教
務
主
任
を
、
学
年
主

任
の
担
当
す
る
校
務
を
整
理
す
る
主
幹
教
諭
又
は
学
年
主
任
の
担
当
す
る
高
等
学
校
の
教
育
活

動
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
教
諭
そ
の
他
の
職
員
間
に
お
け
る
総
合
的
な
調
整
を
行
う
主
務
教

諭
を
置
く
と
き
そ
の
他
特
別
の
事
情
の
あ
る
と
き
は
学
年
主
任
を
、
保
健
主
事
の
担
当
す
る
校

務
を
整
理
す
る
主
幹
教
諭
又
は
保
健
主
事
の
担
当
す
る
高
等
学
校
の
教
育
活
動
に
関
す
る
事
項

に
つ
い
て
教
諭
そ
の
他
の
職
員
間
に
お
け
る
総
合
的
な
調
整
を
行
う
主
務
教
諭
を
置
く
と
き
は

          （
教
務
主
任
等
）
 

第
１
２
条
 
高
等
学
校
に
は
、
教
務
主
任
、
学
年
主
任
、
学
科
主
任
、
保
健
主
事
、
生
徒
指
導
主

事
、
進
路
指
導
主
事
及
び
司
書
教
諭
を
置
く
。
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新
 

旧
 

保
健
主
事
を
、
生
徒
指
導
主
事
の
担
当
す
る
校
務
を
整
理
す
る
主
幹
教
諭
又
は
生
徒
指
導
主
事

の
担
当
す
る
高
等
学
校
の
教
育
活
動
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
教
諭
そ
の
他
の
職
員
間
に
お
け

る
総
合
的
な
調
整
を
行
う
主
務
教
諭
を
置
く
と
き
そ
の
他
特
別
の
事
情
の
あ
る
と
き
は
生
徒
指

導
主
事
を
、
進
路
指
導
主
事
の
担
当
す
る
校
務
を
整
理
す
る
主
幹
教
諭
又
は
進
路
指
導
主
事
の

担
当
す
る
高
等
学
校
の
教
育
活
動
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
教
諭
そ
の
他
の
職
員
間
に
お
け
る

総
合
的
な
調
整
を
行
う
主
務
教
諭
を
置
く
と
き
は
進
路
指
導
主
事
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る

。
 

２
 
 
略
 

３
 
 
略
 

  ４
～
７
 
 
略
 

８
 
教
務
主
任
、
学
年
主
任
、
生
徒
指
導
主
事
及
び
進
路
指
導
主
事
は
高
等
学
校
の
指
導
教
諭
又

は
教
諭
の
う
ち
か
ら
、
保
健
主
事
は
高
等
学
校
の
指
導
教
諭
、
教
諭
又
は
養
護
教
諭
の
う
ち
か

ら
、
司
書
教
諭
は
高
等
学
校
の
主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭
、
主
務
教
諭
又
は
教
諭
の
う
ち
か
ら
、

校
長
の
意
見
を
聴
い
て
、
教
育
委
員
会
が
命
ず
る
。
 

第
１
４
条
～
第
２
３
条
 
 
略
 

（
評
価
結
果
の
報
告
）
 

第
２
４
条
 
校
長
は
、
第
２
２
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
の
結
果
及
び
前
条
の
規
定
に
よ
り

評
価
を
行
っ
た
場
合
は
そ
の
結
果
を
、
教
育
委
員
会
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。
 

第
２
５
条
 
 
略
 

       ２
 
 
略
 

３
 
 
略
 

４
 
学
科
主
任
は
、
校
長
の
監
督
を
受
け
、
当
該
学
科
の
教
育
活
動
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
連

絡
調
整
及
び
指
導
、
助
言
に
当
た
る
。
 

５
～
８
 
 
略
 

９
 
教
務
主
任
、
学
年
主
任
、
学
科
主
任
、
生
徒
指
導
主
事
、
進
路
指
導
主
事
及
び
司
書
教
諭
は

高
等
学
校
の
教
諭
の
う
ち
か
ら
、
保
健
主
事
は
、
高
等
学
校
の
教
諭
又
は
養
護
教
諭
の
う
ち
か

ら
、
校
長
の
意
見
を
聴
い
て
、
教
育
委
員
会
が
命
ず
る
。
 

 第
１
３
条
～
第
２
２
条
 
 
略
 

 
（
評
価
結
果
の
報
告
）
 

第
２
３
条
 
校
長
は
、
第
２
１
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
の
結
果
及
び
前
条
の
規
定
に
よ
り

評
価
を
行
っ
た
場
合
は
そ
の
結
果
を
、
教
育
委
員
会
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。
 

第
２
４
条
 
 
略
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新
 

旧
 

第
２
６
条
 
 
略
 

                    

第
２
５
条
 
 
略
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北
九
州
市
立
の
小
学
校
、
中
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
の
教
職
員
の
給
料
の
調
整
額
に
関
す
る
規
則
新
旧
対
照
表
（
第
３
条
関
係
）
 

新
 

旧
 

別
表
第
２
（
第
２
条
関
係
）
 

調
整
基
本
額
表
 

ア
 
教
育
職
給
料
表
（
３
）
 

職
務
の
級
 

調
整
基
本
額
 

略
 

２
級
 

１
０
，
９
０
０
円
 

３
級
 

１
１
，
１
０
０
円
 

４
級
 

略
 

５
級
 

６
級
 

イ
 
教
育
職
給
料
表
（
４
）
 

職
務
の
級
 

調
整
基
本
額
 

略
 

２
級
 

１
０
，
８
０
０
円
 

３
級
 

１
１
，
０
０
０
円
 

４
級
 

略
 

５
級
 

６
級
 

 

別
表
第
２
（
第
２
条
関
係
）
 

調
整
基
本
額
表
 

ア
 
教
育
職
給
料
表
（
３
）
 

職
務
の
級
 

調
整
基
本
額
 

略
 

２
級
 

１
０
，
９
０
０
円
 

特
２
級
 

略
 

３
級
 

４
級
 

イ
 
教
育
職
給
料
表
（
４
）
 

職
務
の
級
 

調
整
基
本
額
 

略
 

２
級
 

１
０
，
８
０
０
円
 

特
２
級
 

略
 

３
級
 

４
級
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北
九
州
市
立
の
小
学
校
、
中
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
の
教
職
員
の
管
理
職
手
当
及
び
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
新
旧
対
照
表
（
第
４
条
関
係
）
 

新
 

旧
 

（
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
）
 

第
３
条
 
教
職
員
給
与
条
例
第
３
０
条
第
３
項
第
１
号
の
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
額
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
職
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
勤
務

に
従
事
し
た
時
間
が
４
時
間
に
満
た
な
い
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
額
に
１
０
０
分
の
５
０
を
乗

じ
て
得
た
額
と
す
る
。
 

（
１
）
 
別
表
第
１
及
び
別
表
第
２
の
６
級
の
職
に
あ
る
者
 
８
，
０
０
０
円
 

（
２
）
 
別
表
第
１
及
び
別
表
第
２
の
５
級
の
職
に
あ
る
者
 
６
，
０
０
０
円
 

２
 
 
略
 

３
 
教
職
員
給
与
条
例
第
３
０
条
第
３
項
第
２
号
の
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
額
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
職
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。
 

（
１
）
 
別
表
第
１
及
び
別
表
第
２
の
６
級
の
職
に
あ
る
者
 
２
，
０
０
０
円
 

（
２
）
 
別
表
第
１
及
び
別
表
第
２
の
５
級
の
職
に
あ
る
者
 
１
，
５
０
０
円
 

４
 
 
略
 

（
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
）
 

第
３
条
 
教
職
員
給
与
条
例
第
３
０
条
第
３
項
第
１
号
の
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
額
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
職
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
勤
務

に
従
事
し
た
時
間
が
４
時
間
に
満
た
な
い
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
額
に
１
０
０
分
の
５
０
を
乗

じ
て
得
た
額
と
す
る
。
 

（
１
）
 
別
表
第
１
及
び
別
表
第
２
の
４
級
の
職
に
あ
る
者
 
８
，
０
０
０
円
 

（
２
）
 
別
表
第
１
及
び
別
表
第
２
の
３
級
の
職
に
あ
る
者
 
６
，
０
０
０
円
 

２
 
 
略
 

３
 
教
職
員
給
与
条
例
第
３
０
条
第
３
項
第
２
号
の
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
額
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
職
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。
 

（
１
）
 
別
表
第
１
及
び
別
表
第
２
の
４
級
の
職
に
あ
る
者
 
２
，
０
０
０
円
 

（
２
）
 
別
表
第
１
及
び
別
表
第
２
の
３
級
の
職
に
あ
る
者
 
１
，
５
０
０
円
 

４
 
 
略
 

20



新
 

旧
 

別
表
第
１
（
第
２
条
関
係
）
 

ア
 
教
育
職
給
料
表
（
３
）
 

職
務
の
級
 

職
 

職
の
分
類
 

手
当
の
月
額
 

６
級
 

略
 

５
級
 

備
考
 
 
略
 

イ
 
教
育
職
給
料
表
（
４
）
 

職
務
の
級
 

職
 

職
の
分
類
 

手
当
の
月
額
 

６
級
 

略
 

５
級
 

 

別
表
第
１
（
第
２
条
関
係
）
 

ア
 
教
育
職
給
料
表
（
３
）
 

職
務
の
級
 

職
 

職
の
分
類
 

手
当
の
月
額
 

４
級
 

略
 

３
級
 

備
考
 
 
略
 

イ
 
教
育
職
給
料
表
（
４
）
 

職
務
の
級
 

職
 

職
の
分
類
 

手
当
の
月
額
 

４
級
 

略
 

３
級
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新
 

旧
 

別
表
第
２
（
第
２
条
関
係
）
 

ア
 
教
育
職
給
料
表
（
３
）
 

職
務
の
級
 

職
 

職
の
分
類
 

手
当
の
基
準
月
額
 

６
級
 

略
 

５
級
 

備
考
 
 
略
 

イ
 
教
育
職
給
料
表
（
４
）
 

職
務
の
級
 

職
 

職
の
分
類
 

手
当
の
基
準
月
額
 

６
級
 

略
 

５
級
 

    

     

 

別
表
第
２
（
第
２
条
関
係
）
 

ア
 
教
育
職
給
料
表
（
３
）
 

職
務
の
級
 

職
 

職
の
分
類
 

手
当
の
基
準
月
額
 

４
級
 

略
 

３
級
 

備
考
 
 
略
 

イ
 
教
育
職
給
料
表
（
４
）
 

職
務
の
級
 

職
 

職
の
分
類
 

手
当
の
基
準
月
額
 

４
級
 

略
 

３
級
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北
九
州
市
立
の
小
学
校
、
中
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
の
教
職
員
の
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
新
旧
対
照
表
（
第
５
条
関
係
）
 

新
 

旧
 

第
７
条
 
教
職
員
給
与
条
例
第
３
２
条
第
４
項
の
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
管
理
又
は
監
督
の

地
位
に
あ
る
教
職
員
は
、
教
職
員
給
与
条
例
第
１
７
条
の
規
定
に
基
づ
き
管
理
職
手
当
の
支
給

を
受
け
る
こ
と
と
な
る
職
を
占
め
る
教
職
員
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
教
職
員
（
休
職
に
さ
れ
て

い
る
教
職
員
の
う
ち
、
教
職
員
給
与
条
例
第
４
７
条
第
１
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
教
職
員

（
以
下
「
公
務
等
傷
病
に
よ
る
休
職
者
」
と
い
う
。
）
以
外
の
教
職
員
、
派
遣
職
員
及
び
法
人

派
遣
職
員
を
除
く
。
）
と
す
る
。
 

（
１
）
 
教
育
職
給
料
表
（
３
）
の
適
用
を
受
け
る
教
職
員
の
う
ち
、
職
務
の
級
が
５
級
の
教

職
員
で
副
校
長
の
職
を
占
め
る
者
及
び
６
級
の
教
職
員
 

（
２
）
 
教
育
職
給
料
表
（
４
）
の
適
用
を
受
け
る
教
職
員
の
う
ち
、
職
務
の
級
が
５
級
の
教

職
員
で
副
校
長
の
職
を
占
め
る
者
及
び
６
級
の
教
職
員
 

２
 
 
略
 

         

第
７
条
 
教
職
員
給
与
条
例
第
３
２
条
第
４
項
の
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
管
理
又
は
監
督
の
  

地
位
に
あ
る
教
職
員
は
、
教
職
員
給
与
条
例
第
１
７
条
の
規
定
に
基
づ
き
管
理
職
手
当
の
支
給
  
 

を
受
け
る
こ
と
と
な
る
職
を
占
め
る
教
職
員
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
教
職
員
（
休
職
に
さ
れ
て

い
る
教
職
員
の
う
ち
、
教
職
員
給
与
条
例
第
４
７
条
第
１
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
教
職
員

（
以
下
「
公
務
等
傷
病
に
よ
る
休
職
者
」
と
い
う
。
）
以
外
の
教
職
員
、
派
遣
職
員
及
び
法
人

派
遣
職
員
を
除
く
。
）
と
す
る
。
 

（
１
）
 
教
育
職
給
料
表
（
３
）
の
適
用
を
受
け
る
教
職
員
の
う
ち
、
職
務
の
級
が
３
級
の
教

職
員
で
副
校
長
の
職
を
占
め
る
者
及
び
４
級
の
教
職
員
 

（
２
）
 
教
育
職
給
料
表
（
４
）
の
適
用
を
受
け
る
教
職
員
の
う
ち
、
職
務
の
級
が
３
級
の
教

職
員
で
副
校
長
の
職
を
占
め
る
者
及
び
４
級
の
教
職
員
 

２
 
 
略
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新
 

旧
 

別
表
第
１
（
第
６
条
関
係
）
 

給
料
表
 

教
職
員
 

加
算
割
合
 

教
育
職
給
料
表
（
３

）
 

職
務
の
級
６
級
、
５
級
及
び
４
級
の
教

職
員
 

１
０
０
分
の
１
０
 

職
務
の
級
３
級
の
教
職
員
 

１
０
０
分
の
５
（
教
育

長
が

別
に

定
め

る
教

職
員
に
あ
っ
て
は
、
１

０
０
分
の
１
０
）
 

略
 

教
育
職
給
料
表
（
４

）
 

職
務
の
級
６
級
、
５
級
及
び
４
級
の
教

職
員
 

１
０
０
分
の
１
０
 

職
務
の
級
３
級
の
教
職
員
 

１
０
０
分
の
５
（
教
育

長
が

別
に

定
め

る
教

職
員
に
あ
っ
て
は
、
１

０
０
分
の
１
０
）
 

略
 

略
 

備
考
 
 
略
 

   

別
表
第
１
（
第
６
条
関
係
）
 

給
料
表
 

教
職
員
 

加
算
割
合
 

教
育
職

給
料
表

（
３

）
 

職
務
の
級
４
級
、
３
級
及
び
特
２
級
の

教
職
員
 

    

１
０
０
分
の
１
０
 

略
 

教
育
職

給
料
表

（
４

）
 

職
務
の
級
４
級
、
３
級
及
び
特
２
級
の

教
職
員
 

    

１
０
０
分
の
１
０
 

略
 

略
 

備
考
 
 
略
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新
 

旧
 

別
表
第
２
（
第
１
６
条
関
係
）
 

給
料
表
 

教
職
員
 

加
算
割
合
 

教
育
職
給
料
表
（
３

）
 

職
務
の
級
６
級
の
教
職
員
 

略
 

職
務
の
級
５
級
、
４
級
及
び
３
級

の
教
職
員
並
び
に
２
級
の
教
職
員

（
教
育
長
が
定
め
る
教
職
員
に
限

る
。
）
 

教
育
職
給
料
表
（
４

）
 

職
務
の
級
６
級
の
教
職
員
 

職
務
の
級
５
級
、
４
級
及
び
３
級

の
教
職
員
並
び
に
２
級
の
教
職
員

（
教
育
長
が
定
め
る
教
職
員
に
限

る
。
）
 

略
 

備
考
 
 
略
 

       

別
表
第
２
（
第
１
６
条
関
係
）
 

給
料
表
 

教
職
員
 

加
算
割
合
 

教
育
職

給
料
表
（
３

）
 

職
務
の
級
４
級
の
教
職
員
 

略
 

職
務
の
級
３
級
及
び
特
２
級
の

教
職
員
並
び
に
２
級
の
教
職
員

（
教
育
長
が
定
め
る
教
職
員
に

限
る
。
）
 

教
育
職

給
料
表
（
４

）
 

職
務
の
級
４
級
の
教
職
員
 

職
務
の
級
３
級
及
び
特
２
級
の

教
職
員
並
び
に
２
級
の
教
職
員

（
教
育
長
が
定
め
る
教
職
員
に

限
る
。
）
 

略
 

備
考
 
 
略
 

 

25



北
九
州
市
立
の
小
学
校
、
中
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
の
教
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
新
旧
対
照
表
（
第
６
条
関
係
）
 

新
 

旧
 

（
教
職
員
の
区
分
）
 

第
５
条
 
退
職
し
た
者
は
、
そ
の
者
の
基
礎
在
職
期
間
の
初
日
の
属
す
る
月
か
ら
そ
の
者
の
基
礎

在
職
期
間
の
末
日
の
属
す
る
月
ま
で
の
各
月
ご
と
に
そ
の
者
の
基
礎
在
職
期
間
に
含
ま
れ
る
時

期
の
別
に
よ
り
定
め
る
別
表
の
ア
の
表
及
び
イ
の
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
そ
の
者
の
当
該
各
月
に

お
け
る
区
分
に
対
応
す
る
こ
れ
ら
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
教
職
員
の
区
分
に
属
し
て
い
た
も
の

と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
が
同
一
の
月
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
表
の
右
欄
に
掲
げ

る
２
以
上
の
区
分
に
該
当
し
て
い
た
と
き
は
、
そ
の
者
は
、
当
該
月
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
区

分
の
そ
れ
ぞ
れ
に
対
応
す
る
こ
れ
ら
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
教
職
員
の
区
分
に
属
し
て
い
た
も

の
と
す
る
。
 

付
 
則
 

（
旧
県
費
負
担
教
職
員
で
あ
っ
た
期
間
に
お
け
る
教
職
員
の
区
分
）
 

２
 
教
職
員
退
職
手
当
条
例
付
則
第
２
項
に
規
定
す
る
旧
県
費
負
担
教
職
員
で
あ
っ
た
期
間
が
あ

る
教
職
員
の
う
ち
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
以
後
に
退
職
し
た
者
に
対
す
る
第
５
条
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
別
表
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
者
の
基
礎
在
職
期
間
に
含
ま
れ
る
時
期
の

別
に
よ
り
定
め
る
付
則
別
表
ア
、
イ
若
し
く
は
ウ
の
表
又
は
別
表
」
と
す
る
。
 

      

（
教
職
員
の
区
分
）
 

第
５
条
 
退
職
し
た
者
は
、
そ
の
者
の
基
礎
在
職
期
間
の
初
日
の
属
す
る
月
か
ら
そ
の
者
の
基
礎

在
職
期
間
の
末
日
の
属
す
る
月
ま
で
の
各
月
ご
と
に
別
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
そ
の
者
の
当
該
各

月
に
お
け
る
区
分
に
対
応
す
る
同
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
教
職
員
の
区
分
に
属
し
て
い
た
も
の
と

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
が
同
一
の
月
に
お
い
て
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
２
以
上

の
区
分
に
該
当
し
て
い
た
と
き
は
、
そ
の
者
は
、
当
該
月
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
区
分
の
そ
れ

ぞ
れ
に
対
応
す
る
同
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
教
職
員
の
区
分
に
属
し
て
い
た
も
の
と
す
る
。
 

  

付
 
則
 

（
旧
県
費
負
担
教
職
員
で
あ
っ
た
期
間
に
お
け
る
教
職
員
の
区
分
）
 

２
 
教
職
員
退
職
手
当
条
例
付
則
第
２
項
に
規
定
す
る
旧
県
費
負
担
教
職
員
で
あ
っ
た
期
間
が
あ

る
教
職
員
の
う
ち
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
以
後
に
退
職
し
た
者
に
対
す
る
第
５
条
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
別
表
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
者
の
基
礎
在
職
期
間
に
含
ま
れ
る
時

期
の
別
に
よ
り
定
め
る
付
則
別
表
ア
、
イ
若
し
く
は
ウ
の
表
又
は
別
表
」
と
、
「
同
表
」
と
あ

る
の
は
「
こ
れ
ら
の
表
」
と
す
る
。
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新
 

旧
 

別
表
（
第
５
条
関
係
）
 

ア
 
平
成
２
９
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
８
年
３
月
３
１
日
ま
で
の
間
の
基
礎
在
職
期
間
に
お
け

る
教
職
員
の
区
分
に
つ
い
て
の
表
 

第
１
号
区
分
 

（
１
）
 
平
成
２
９
年
４
月
以
後
令
和
８
年
３
月
以
前
の
北
九
州
市
立

の
小
学
校
、
中
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
の
教
職
員
の
給
与
に
関
す

る
条
例
（
平
成
２
８
年
北
九
州
市
条
例
第
５
７
号
。
以
下
「
教
職
員

給
与
条
例
」
と
い
う
。
）
の
教
育
職
給
料
表
（
３
）
の
適
用
を
受
け

て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
４
級
で
あ
っ
た
も
の
 

（
２
）
 
平
成
２
９
年
４
月
以
後
令
和
８
年
３
月
以
前
の
教
職
員
給
与

条
例
の
教
育
職
給
料
表
（
４
）
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属

す
る
職
務
の
級
が
４
級
で
あ
っ
た
も
の
 

第
２
号
区
分
 

（
１
）
 
平
成
２
９
年
４
月
以
後
令
和
８
年
３
月
以
前
の
教
職
員
給
与

条
例
の
教
育
職
給
料
表
（
３
）
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属

す
る
職
務
の
級
が
３
級
で
あ
っ
た
も
の
 

（
２
）
 
平
成
２
９
年
４
月
以
後
令
和
８
年
３
月
以
前
の
教
職
員
給
与

条
例
の
教
育
職
給
料
表
（
４
）
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属

す
る
職
務
の
級
が
３
級
で
あ
っ
た
も
の
 

第
３
号
区
分
 

（
１
）
 
平
成
２
９
年
４
月
以
後
令
和
８
年
３
月
以
前
の
教
職
員
給
与

条
例
の
教
育
職
給
料
表
（
３
）
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属

す
る
職
務
の
級
が
２
級
で
あ
っ
た
も
の
の
う
ち
教
育
長
の
定
め
る
も
 

 
 

別
表
（
第
５
条
関
係
）
 

平
成
２
９
年
４
月
１
日
以
後
の
基
礎
在
職
期
間
に
お
け
る
教
職
員
の
区
分
に
つ
い
て
の
表
 

 

第
１
号
区
分
 

（
１
）
 
北
九
州
市
立
の
小
学
校
、
中
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
の
教

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例（

平
成
２
８
年
北
九
州
市
条
例
第
５
７

号
。
以
下
「
教
職
員
給
与
条
例
」
と
い
う
。
）
の
教
育
職
給
料
表
（
３
）

の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
４
級
で
あ

っ
た
も
の
 

（
２
）
 
教
職
員
給
与
条
例
の
教
育
職
給
料
表
（
４
）
の
適
用
を
受
け

て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
４
級
で
あ
っ
た
も
の
 

 

第
２
号
区
分
 

（
１
）
 
教
職
員
給
与
条
例
の
教
育
職
給
料
表
（
３
）
の
適
用
を
受
け

て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
３
級
で
あ
っ
た
も
の
 

 （
２
）
 
教
職
員
給
与
条
例
の
教
育
職
給
料
表
（
４
）
の
適
用
を
受
け

て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
３
級
で
あ
っ
た
も
の
 

 

第
３
号
区
分
 

（
１
）
 
教
職
員
給
与
条
例
の
教
育
職
給
料
表
（
３
）
の
適
用
を
受
け

て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
２
級
で
あ
っ
た
も
の
の
う

ち
教
育
長
の
定
め
る
も
の
又
は
特
２
級
で
あ
っ
た
も
の
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新
 

旧
 

 
 

 
の
又
は
特
２
級
で
あ
っ
た
も
の
 

（
２
）
 
平
成
２
９
年
４
月
以
後
令
和
８
年
３
月
以
前
の
教
職
員
給
与

条
例
の
教
育
職
給
料
表
（
４
）
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属

す
る
職
務
の
級
が
２
級
で
あ
っ
た
も
の
の
う
ち
教
育
長
の
定
め
る
も

の
又
は
特
２
級
で
あ
っ
た
も
の
 

（
３
）
 
平
成
２
９
年
４
月
以
後
令
和
８
年
３
月
以
前
の
教
職
員
給
与

条
例
の
行
政
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職

務
の
級
が
４
級
で
あ
っ
た
も
の
 

第
４
号
区
分
 

（
１
）
 
平
成
２
９
年
４
月
以
後
令
和
８
年
３
月
以
前
の
教
職
員
給
与

条
例
の
教
育
職
給
料
表
（
３
）
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属

す
る
職
務
の
級
が
２
級
で
あ
っ
た
も
の
の
う
ち
教
育
長
の
定
め
る
も

の
（
第
３
号
区
分
の
適
用
を
受
け
る
者
を
除
く
。
）
 

（
２
）
 
平
成
２
９
年
４
月
以
後
令
和
８
年
３
月
以
前
の
教
職
員
給
与

条
例
の
教
育
職
給
料
表
（
４
）
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属

す
る
職
務
の
級
が
２
級
で
あ
っ
た
も
の
の
う
ち
教
育
長
の
定
め
る
も

の
（
第
３
号
区
分
の
適
用
を
受
け
る
者
を
除
く
。
）
 

（
３
）
 
平
成
２
９
年
４
月
以
後
令
和
８
年
３
月
以
前
の
教
職
員
給
与

条
例
の
行
政
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職

務
の
級
が
３
級
で
あ
っ
た
も
の
 

（
４
）
 
平
成
２
９
年
４
月
以
後
令
和
８
年
３
月
以
前
の
教
職
員
給
与
 

 
 

 
 

 
 （
２
）
 
教
職
員
給
与
条
例
の
教
育
職
給
料
表
（
４
）
の
適
用
を
受
け

て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
２
級
で
あ
っ
た
も
の
の
う

ち
教
育
長
の
定
め
る
も
の
又
は
特
２
級
で
あ
っ
た
も
の
 

 （
３
）
 
教
職
員
給
与
条
例
の
行
政
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
て
い
た

者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
４
級
で
あ
っ
た
も
の
 

 

第
４
号
区
分
 

（
１
）
 
教
職
員
給
与
条
例
の
教
育
職
給
料
表
（
３
）
の
適
用
を
受
け

て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
２
級
で
あ
っ
た
も
の
の
う

ち
教
育
長
の
定
め
る
も
の（

第
３
号
区
分
の
適
用
を
受
け
る
者
を
除

く
。
）
 

（
２
）
 
教
職
員
給
与
条
例
の
教
育
職
給
料
表
（
４
）
の
適
用
を
受
け

て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
２
級
で
あ
っ
た
も
の
の
う

ち
教
育
長
の
定
め
る
も
の（

第
３
号
区
分
の
適
用
を
受
け
る
者
を
除

く
。
）
 

（
３
）
 
教
職
員
給
与
条
例
の
行
政
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
て
い
た

者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
３
級
で
あ
っ
た
も
の
 

 （
４
）
 
教
職
員
給
与
条
例
の
医
療
職
給
料
表
（
２
）
の
適
用
を
受
け
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新
 

旧
 

 
 

 
条
例
の
医
療
職
給
料
表
（
２
）
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属

す
る
職
務
の
級
が
３
級
で
あ
っ
た
も
の
 

第
５
号
区
分
 

（
１
）
 
平
成
２
９
年
４
月
以
後
令
和
８
年
３
月
以
前
の
教
職
員
給
与

条
例
の
教
育
職
給
料
表
（
３
）
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属

す
る
職
務
の
級
が
１
級
で
あ
っ
た
も
の
の
う
ち
教
育
長
の
定
め
る
も

の
又
は
２
級
で
あ
っ
た
も
の
（
第
３
号
区
分
及
び
第
４
号
区
分
の
適

用
を
受
け
る
者
を
除
く
。
）
 

（
２
）
 
平
成
２
９
年
４
月
以
後
令
和
８
年
３
月
以
前
の
教
職
員
給
与

条
例
の
教
育
職
給
料
表
（
４
）
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属

す
る
職
務
の
級
が
１
級
で
あ
っ
た
も
の
の
う
ち
教
育
長
の
定
め
る
も

の
又
は
２
級
で
あ
っ
た
者
（
第
３
号
区
分
及
び
第
４
号
区
分
の
適
用

を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
）
 

（
３
）
 
平
成
２
９
年
４
月
以
後
令
和
８
年
３
月
以
前
の
教
職
員
給
与

条
例
の
行
政
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職

務
の
級
が
２
級
で
あ
っ
た
も
の
 

（
４
）
 
平
成
２
９
年
４
月
以
後
令
和
８
年
３
月
以
前
の
教
職
員
給
与

条
例
の
医
療
職
給
料
表
（
２
）
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属

す
る
職
務
の
級
が
２
級
で
あ
っ
た
も
の
 

第
６
号
区
分
 

第
１
号
区
分
か
ら
第
５
号
区
分
ま
で
の
い
ず
れ
の
教
職
員
の
区
分
に
も

属
し
な
い
こ
と
と
な
る
者
 

備
考
 
平
成
２
９
年
４
月
以
後
令
和
８
年
３
月
以
前
の
教
職
員
給
与
条
例
付
則
第
３
項
の
規
定

 
 

 
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
３
級
で
あ
っ
た
も
の
 

 

第
５
号
区
分
 

（
１
）
 
教
職
員
給
与
条
例
の
教
育
職
給
料
表
（
３
）
の
適
用
を
受
け

て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
１
級
で
あ
っ
た
も
の
の
う

ち
教
育
長
の
定
め
る
も
の
又
は
２
級
で
あ
っ
た
も
の（

第
３
号
区
分

及
び
第
４
号
区
分
の
適
用
を
受
け
る
者
を
除
く
。
）
 

 （
２
）
 
教
職
員
給
与
条
例
の
教
育
職
給
料
表
（
４
）
の
適
用
を
受
け

て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
１
級
で
あ
っ
た
も
の
の
う

ち
教
育
長
の
定
め
る
も
の
又
は
２
級
で
あ
っ
た
も
の
（
第
３
号
区
分

及
び
第
４
号
区
分
の
適
用
を
受
け
る
者
を
除
く
。
）
 

 （
３
）
 
教
職
員
給
与
条
例
の
行
政
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
て
い
た

者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
２
級
で
あ
っ
た
も
の
 

 （
４
）
 
教
職
員
給
与
条
例
の
医
療
職
給
料
表
（
２
）
の
適
用
を
受
け

て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
２
級
で
あ
っ
た
も
の
 

 

第
６
号
区
分
 

第
１
号
区
分
か
ら
第
５
号
区
分
ま
で
の
い
ず
れ
の
教
職
員
の
区
分
に

も
属
し
な
い
こ
と
と
な
る
者
 

備
考
 
教
職
員
給
与
条
例
付
則
第
３
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
教
職
員
の
区
分
は
、
第
３
号
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新
 

旧
 

の
適
用
を
受
け
る
教
職
員
の
区
分
は
、
第
３
号
区
分
と
す
る
。
 

イ
 
令
和
８
年
４
月
１
日
以
後
の
基
礎
在
職
期
間
に
お
け
る
教
職
員
の
区
分
に
つ
い
て
の
表
 

第
１
号
区
分
 

（
１
）
 
令
和
８
年
４
月
以
後
の
教
職
員
給
与
条
例
の
教
育
職
給
料

表
（
３
）
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が

６
級
で
あ
っ
た
も
の
 

（
２
）
 
令
和
８
年
４
月
以
後
の
教
職
員
給
与
条
例
の
教
育
職
給
料

表
（
４
）
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が

６
級
で
あ
っ
た
も
の
 

第
２
号
区
分
 

（
１
）
 
令
和
８
年
４
月
以
後
の
教
職
員
給
与
条
例
の
教
育
職
給
料

表
（
３
）
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が

５
級
で
あ
っ
た
も
の
 

（
２
）
 
令
和
８
年
４
月
以
後
の
教
職
員
給
与
条
例
の
教
育
職
給
料

表
（
４
）
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が

５
級
で
あ
っ
た
も
の
 

第
３
号
区
分
 

（
１
）
 
令
和
８
年
４
月
以
後
の
教
職
員
給
与
条
例
の
教
育
職
給
料

表
（
３
）
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が

２
級
及
び
３
級
で
あ
っ
た
も
の
の
う
ち
教
育
長
の
定
め
る
も
の
又

は
４
級
で
あ
っ
た
も
の
 

（
２
）
 
令
和
８
年
４
月
以
後
の
教
職
員
給
与
条
例
の
教
育
職
給
料

表
（
４
）
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
 

 
 

区
分
と
す
る
。
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新
 

旧
 

 
 

 
２
級
及
び
３
級
で
あ
っ
た
も
の
の
う
ち
教
育
長
の
定
め
る
も
の
又

は
４
級
で
あ
っ
た
も
の
 

（
３
）
 
令
和
８
年
４
月
以
後
の
教
職
員
給
与
条
例
の
行
政
職
給
料

表
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
４
級
で

あ
っ
た
も
の
 

第
４
号
区
分
 

（
１
）
 
令
和
８
年
４
月
以
後
の
教
職
員
給
与
条
例
の
教
育
職
給
料

表
（
３
）
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が

２
級
で
あ
っ
た
も
の
の
う
ち
教
育
長
の
定
め
る
も
の
又
は
３
級
で

あ
っ
た
も
の
（
第
３
号
区
分
の
適
用
を
受
け
る
者
を
除
く
。
）
 

（
２
）
 
令
和
８
年
４
月
以
後
の
教
職
員
給
与
条
例
の
教
育
職
給
料

表
（
４
）
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が

２
級
で
あ
っ
た
も
の
の
う
ち
教
育
長
の
定
め
る
も
の
又
は
３
級
で

あ
っ
た
も
の
（
第
３
号
区
分
の
適
用
を
受
け
る
者
を
除
く
。
）
 

（
３
）
 
令
和
８
年
４
月
以
後
の
教
職
員
給
与
条
例
の
行
政
職
給
料

表
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
３
級
で

あ
っ
た
も
の
 

（
４
）
 
令
和
８
年
４
月
以
後
の
教
職
員
給
与
条
例
の
医
療
職
給
料

表
（
２
）
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が

３
級
で
あ
っ
た
も
の
 

第
５
号
区
分
 

（
１
）
 
令
和
８
年
４
月
以
後
の
教
職
員
給
与
条
例
の
教
育
職
給
料
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新
 

旧
 

 
 

 
表
（
３
）
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が

１
級
で
あ
っ
た
も
の
の
う
ち
教
育
長
の
定
め
る
も
の
又
は
２
級
で

あ
っ
た
も
の
（
第
３
号
区
分
及
び
第
４
号
区
分
の
適
用
を
受
け
る

者
を
除
く
。
）
 

（
２
）
 
令
和
８
年
４
月
以
後
の
教
職
員
給
与
条
例
の
教
育
職
給
料

表
（
４
）
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が

１
級
で
あ
っ
た
も
の
の
う
ち
教
育
長
の
定
め
る
も
の
又
は
２
級
で

あ
っ
た
も
の
（
第
３
号
区
分
及
び
第
４
号
区
分
の
適
用
を
受
け
る

者
を
除
く
。
）
 

（
３
）
 
令
和
８
年
４
月
以
後
の
教
職
員
給
与
条
例
の
行
政
職
給
料

表
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
２
級
で

あ
っ
た
も
の
 

（
４
）
 
令
和
８
年
４
月
以
後
の
教
職
員
給
与
条
例
の
医
療
職
給
料

表
（
２
）
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が

２
級
で
あ
っ
た
も
の
 

第
６
号
区
分
 

第
１
号
区
分
か
ら
第
５
号
区
分
ま
で
の
い
ず
れ
の
教
職
員
の
区
分
に

も
属
し
な
い
こ
と
と
な
る
者
 

備
考
 
令
和
８
年
４
月
以
後
の
教
職
員
給
与
条
例
付
則
第
３
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
教
職

員
の
区
分
は
、
第
３
号
区
分
と
す
る
。
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北
九
州
市
教
育
委
員
会
第
１
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
、
費
用
弁
償
、
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
新
旧
対
照
表
（
第
７
関
係
）
 

新
 

旧
 

（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
規
則
は
、
非
常
勤
職
員
の
報
酬
、
費
用
弁
償
、
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す

る
条
例
（
昭
和
３
８
年
北
九
州
市
条
例
第
７
３
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
３
条
第
１

項
、
第
５
条
第
２
項
、
第
７
条
第
３
項
及
び
第
４
項
、
第
８
条
各
項
並
び
に
第
９
条
各
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
条
例
第
１
条
に
規
定
す
る
第
１
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
う
ち
、
地
方
公
営
企

業
法
（
昭
和
２
７
年
法
律
第
２
９
２
号
）
第
１
５
条
第
１
項
に
規
定
す
る
企
業
職
員
で
あ
る
者

並
び
に
北
九
州
市
立
の
小
学
校
、
中
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
の
校
長
、
副
校
長
、
教
頭
、
主

幹
教
諭
、
指
導
教
諭
、
主
務
教
諭
、
教
諭
、
養
護
教
諭
、
栄
養
教
諭
、
助
教
諭
、
養
護
助
教
諭

、
講
師
、
寄
宿
舎
指
導
員
、
学
校
事
務
職
員
及
び
学
校
栄
養
職
員
で
あ
る
者
以
外
の
者
（
以
下

「
職
員
」
と
い
う
。
）
の
報
酬
、
費
用
弁
償
、
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
つ
い
て
必
要
な
事

項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

        

（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
規
則
は
、
非
常
勤
職
員
の
報
酬
、
費
用
弁
償
、
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す

る
条
例
（
昭
和
３
８
年
北
九
州
市
条
例
第
７
３
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
３
条
第
１

項
、
第
５
条
第
２
項
、
第
７
条
第
３
項
及
び
第
４
項
、
第
８
条
各
項
並
び
に
第
９
条
各
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
条
例
第
１
条
に
規
定
す
る
第
１
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
う
ち
、
地
方
公
営
企

業
法
（
昭
和
２
７
年
法
律
第
２
９
２
号
）
第
１
５
条
第
１
項
に
規
定
す
る
企
業
職
員
で
あ
る
者

並
び
に
北
九
州
市
立
の
小
学
校
、
中
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
の
校
長
、
副
校
長
、
教
頭
、
主

幹
教
諭
、
指
導
教
諭
、
教
諭
、
養
護
教
諭
、
栄
養
教
諭
、
助
教
諭
、
養
護
助
教
諭
、
講
師
、
寄

宿
舎
指
導
員
、
学
校
事
務
職
員
及
び
学
校
栄
養
職
員
で
あ
る
者
以
外
の
者
（
以
下
「
職
員
」
と

い
う
。
）
の
報
酬
、
費
用
弁
償
、
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る

も
の
と
す
る
。
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北
九
州
市
立
の
小
学
校
、
中
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
の
第
１
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
、
費
用
弁
償
、
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
新
旧
対
照
表
（
第
８
条
関
係
）
 

新
 

旧
 

（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
規
則
は
、
非
常
勤
職
員
の
報
酬
、
費
用
弁
償
、
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す

る
条
例
（
昭
和
３
８
年
北
九
州
市
条
例
第
７
３
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
３
条
第
１

項
、
第
５
条
第
２
項
、
第
７
条
第
３
項
及
び
第
４
項
、
第
８
条
各
項
並
び
に
第
９
条
各
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
条
例
第
１
条
に
規
定
す
る
第
１
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
う
ち
、
北
九
州
市
立

の
小
学
校
、
中
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
の
校
長
、
副
校
長
、
教
頭
、
主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭

、
主
務
教
諭
、
教
諭
、
養
護
教
諭
、
栄
養
教
諭
、
助
教
諭
、
養
護
助
教
諭
、
講
師
、
寄
宿
舎
指

導
員
、
学
校
事
務
職
員
及
び
学
校
栄
養
職
員
で
あ
る
者
（
以
下
「
職
員
」
と
い
う
。
）
の
報
酬

、
費
用
弁
償
、
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

          

（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
規
則
は
、
非
常
勤
職
員
の
報
酬
、
費
用
弁
償
、
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す

る
条
例
（
昭
和
３
８
年
北
九
州
市
条
例
第
７
３
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
３
条
第
１

項
、
第
５
条
第
２
項
、
第
７
条
第
３
項
及
び
第
４
項
、
第
８
条
各
項
並
び
に
第
９
条
各
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
条
例
第
１
条
に
規
定
す
る
第
１
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
う
ち
、
北
九
州
市
立

の
小
学
校
、
中
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
の
校
長
、
副
校
長
、
教
頭
、
主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭

、
教
諭
、
養
護
教
諭
、
栄
養
教
諭
、
助
教
諭
、
養
護
助
教
諭
、
講
師
、
寄
宿
舎
指
導
員
、
学
校

事
務
職
員
及
び
学
校
栄
養
職
員
で
あ
る
者
（
以
下
「
職
員
」
と
い
う
。
）
の
報
酬
、
費
用
弁
償

、
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
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令和８年２月 

教育委員会教職員課 

北九州市立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する 

特別措置に関する条例等の一部改正について 

 

１ 改正理由 

学校教育の質の向上に向けて、教師に優れた人材を確保する必要があることに鑑

み、学校における働き方改革の更なる加速化、組織的な学校運営及び指導の促進並

びに教師の処遇改善を一体的・総合的に進めるため、公立の義務教育諸学校等の教

育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律（令和７年法律第６８

号。以下「給特法等一部改正法」という。）が令和８年４月１日（一部の規定につい

ては、公布の日又は令和８年１月１日）から施行されることを受け、１２月議会に

おいて令和８年１月１日施行分が可決されたところ。 

令和８年４月１日施行分についても、改正法の趣旨及び内容に基づき北九州市立

学校の教職員に遅滞なく適用させる。 

これらに係る関係規程を以下のとおり改正するもの。 

   

２ 改正内容 

（１）北九州市立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する

条例（昭和４６年北九州市条例第６４号） 

ア 主務教諭を加える 

教育職員の定義及び教職調整額の支給対象者に主務教諭を加える。 

（第２条、第３条関係） 

（２）北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の給与に関する条例 

（平成２８年北九州市条例第５７号） 

ア 小学校、中学校及び特別支援学校に主務教諭の配置 

教育職給料表（３）と教育職給料表（４）に主務教諭を加えるとともに、教

員特殊業務手当の支給対象とする。 

（第２条、別表第１、別表第４、別表第７関係） 

イ へき地手当の算定方法改正 

へき地手当の算定においては、地域手当の支給額の限度において手当額を減

じることとなっているが、この地域手当との調整規定を削除する。 

（第３９条関係） 

ウ 小学校、中学校及び特別支援学校教職員の教員特殊業務手当（特殊勤務手当）

の増額 

部活動における児童又は生徒に対する指導業務で週休日等に行うものに従事

したとき支給される手当を増額する。 

（別表第７関係） 
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（３）北九州市職員の給与に関する条例（昭和３８年北九州市条例第２４号） 

  ア 市立高等学校に主務教諭の配置 

教育職給料表（１）及び義務教育等教員特別手当の支給対象に主務教諭を加

える。 

 

（４）北九州市職員の特殊勤務手当に関する条例（昭和４１年北九州市条例第４３号） 

ア 市立高等学校教職員における特殊勤務手当の支給対象者に主務教諭を加える 

教員特殊業務手当の支給対象者に主務教諭を加える。 

（別表関係） 

イ 市立高等学校教職員の教員特殊業務手当（特殊勤務手当）の増額 

部活動における児童又は生徒に対する指導業務で週休日等に行うものに従事

したとき支給される手当を増額する。 

（別表関係） 

（５）北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員定数条例（平成２９年

北九州市条例第１３号） 

ア 主務教諭を条例の適用対象に加える 

条例が適用される北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員に

主務教諭を加える。 

（第１条関係） 

（６）北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の勤務時間、休日、休

暇等に関する条例（平成２８年北九州市条例第６０号） 

ア 主務教諭を条例の適用対象に加える 

条例が適用される北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員に

主務教諭を加える。 

（第１条関係） 

 

３ 施行期日 

   令和８年４月１日 

 

４ その他 

  次の事項を付則で規定する。 

・職務の級の名称が変更となるための切替え 

・施行日前の異動者の号給の調整 

・その他条例の施行に関して必要な事項は教育委員会が別に定めること 
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